
平成9年度研究調査報告書

事故・災害のコスト評価とリスクマネジメント

　　　　　　　外部講師による講演集

平成10年4月

　　　　財団法人国際交通安全学会

1π‘躍碑oπα碗sso6加ゴoπ（ゾ％顔厩π4’5Fゆり5F6勧6θs



はじめに

　平成9年度研究調査プロジェクト「事故・災害のコスト評価とリスクマネジメント』においては、研究調査の一環と

して、実務エキスパートヘのヒァリングを実施した。

　これは・各プロジェクト研究メンバーのテーマの選定に対して、問題を明確化し、主要交通モードにおける、事

故・災害の発生状況、コストアイテム、事故・災害コストの負担方式、リスクヘッジ方式について、概況を正しく把握

することが目的である。

　本報告書は、このヒアリング内容を収録した録音テープをもとに、講演内容を再現し、講演者提供の資料と一

緒に編集・掲載しており、冒頭には本プロジェクトの概要のみを掲載している。

　従って、研究調査の内容を詳しく知りたい方は、（財）国際交通安全学会発行のRevie凧及びResearchをご覧

戴くようお願いする。掲載’発行予定は次の通りである（但しテーマ名はいずれも仮称であり、掲載しない場合もあ

りますことを御了承下さい）。

　　　Review＝Vol．24－No．2　1998．8月発行予定

　　　　1）交通分野におけるリスクマネジメントの現代的意義（辛島恵美子）

　　　　2）実証分析によるリスクマネジメントの現況評価（家田仁、高橋清、毛利雄一）

　　　　3）制度面から見たリスクマネジメント（寺田一薫、辛島恵美子）

　　Research：V・1．22－No2　1998．9月発行予定

　　　　1）危険回避行動とオフセット行動の分析（小林潔司）

　　　　2）ハザード知覚と危険回避行動の実験分析（蓮花一己）

　なお、各講師の方々からは、パンフレット、マニュアル類も提供して戴いており、ご覧になりたい方は当学会事務

局までお申し出下さい。（下記参照）

　　　・船舶／外航貨物保険（パンフレット）

　　　・JR東日本‘97会社要覧

　　　・ホンダ開発（株）営業案内

　　　・食品衛生マニュアル

　最後に、お忙しい業務の中、時間をさいて講演して戴いた実務エキスパートの方々に、この紙面を借りて厚く御

礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998年4月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際交通安全学会　研究調査部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小宮　孝司
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事故・災害のコスト評価とリスクマネジメント

一研究概要一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　April。1998家田

1．目的

　多発する交通事故のみならず、阪神大震災、ナホト力事故、豊浜トンネル事故などを通じて、国民の

安全問題への関心が高まると共に、規制緩和、ISO9000シリーズ、PL法、情報公開、PI運動など社会

の価値観が転換しつつある中で、交通分野のリスクマネジメントのフレームも大きく変化する時代を迎

えつつある。

　こうした時代認識に立って、本研究では、事故や災害に対する交通分野のリスクマネジメントの現状

を種々の面から多次元的にレビューし、課題や問題点を明らかにするとともに、今後の重要な研究ポ

イント及び政策的方向性を展望する。この共通の問題を、社会基盤学、交通経済学、安全学、心理学、

行動科学など・種々の分野の専門家がそれぞれの独自のアプローチから切り込み、議論を積み重ね

ることによって、基礎的で網羅的な成果を得る。

2．メンバー構成

　リーダー：家田仁（東京大学・社会基盤計画）

　メンバー1

　　　小林實　　　（安田火災海上保険・心理）

　　　杉山雅洋　　（早稲田大学・交通経済）

　　　蓮花一己　　（帝塚山大学・心理）

　　　辛島恵美子　（安全学研究所・安全学）

小林潔司

高橋清

寺田一薫

毛利雄一

（京都大学・土木計画）

（東京大学・社会基盤計画）

（東京商船大学・交通経済）

（計量計画研究所・交通）

3．研究構成

【基礎論】

　A・交通分野におけるリスクマネジメントの現代的意義（辛島）

　B・実証分析によるリスクマネジメントの現況評価

　　　B－1交通モード間の事故特性比較分析　（毛利）

　　　B－2事故・災害による損害発生と負担帰着の現況分析（家田・高橋）

【各論】

　C．制度面から見たリスクマネジメント

　　　C－1行政の技術規制とリスクマネジメント（寺田）

　　　C－2情報の収集管理面でのリスクマネジメント（辛島）

　D．個人行動から見たリスクマネジメント
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D－1危険回避行動とオフセット行動の分析（小林潔司）

D－2ハザード知覚と危険回避行動の実験分析（蓮花）

【参考】各種分野におけるリスクマネジメントの現況ヒアリング調査

　（1）道路交通事故の保険システム

　（2）鉄道の安全管理

　（3）海難事故のリスクマネジメント

　（4）食品の安全管理

4．成果の報告予定

　　・IATSSレビコ．一に審査付き論文3編投稿予定

　　・IATSS　Researchに審査付き論文2編投稿予定

　　・その他、参考部分については報告書に掲載予定

5．本研究の主要な結論

A，交通分野におけるリスクマネジメントの現代的意味

（1）被害の回復困難性という特徴を持つ、地球環境問題や廃棄物問題あるいは原子力事業の問題

　　などといった現代型の安全問題の登場とあわせて、高齢化社会の到来に伴う安全嗜好の向上と

　　も相まって、市民が種々の経済活動に対してより高い品質、安全性を要求する時代となっている。

（2）また、現代型の安全問題は、被害の広域性・外部性といった特徴をもつことから、事業者や行政

　　には、単に供給者対消費者という単純な枠組みの中での安全への取り組みを越えて、周辺地域

　　社会を含めたよりオープンな枠組みの中で、安全に対するいわゆる「アカウンタビリティ』を保証し

　　つつ対策を進めることが求められつつある。

（3）一方でまた、規制緩和による市場メカニズムに立脚した経済の活性化推進の動きや、阪神大震

　　災における被害者救済の実状を踏まえると、市民あるいは利用者が一定の範囲で自己の行動に

　　安全上の責任を持ち、あるいは災害による被害に対してもある範囲で自己救済することが必要と

　　なっている。

（4）こうした中で、ある意味では古典的な安全問題ともいえる、交通安全問題についても、一旦基礎に

　　立ち返り、人間のレベル及び制度のレベル、理論面及び実証面、多交通モード他分野との比較、

　　事前の防止対策・事故発生後の被害軽減策・発生損害の補償策・事後的な安全向上策といった

　　対策フェーズ、損害の発生先と負担の帰着先、など多面的な視点から総合的に現状をレビコ．一し、

　　新たなフレームづくりのための基礎研究資料を蓄積することが求められている。
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B．実証分析によるリスクマネジメントの現況評価

B－1交通モード間の事故特性比較比較

（1）各交通モードの事故発生特性について分析すると共に、昭和初期からの重大事故等（自動車、鉄

　　道・海運・航空）を新聞記事等から抽出しリスト化した。また、自動車、鉄道、航空事故について、

　　イクスポジャー（暴露）xリスク（事故率）×コンシクェンス（死亡率）のブロッククダイァグラムの時

　　系列変化を表示し、各モードの違いをクローズァップした。

（2）事故発生率は、技術改善を含めた諸方策によって、いずれのモードでも改善されてきたが、特に

　　鉄道と航空の改善度が大きい。海運は大きな改善が認めにくい。

（3）コンシクェンスは、鉄道と航空で上昇している。鉄道では、都市鉄道の比重増加、各種安全対策

　　実施の結果・踏切り事故など死亡率の高い事故のウェイトが高まってきたことによると想像される。

　　航空は、機材の大型化によるものと考えられる。

（4）重大事故原因では・自動車、鉄道、航空ともにヒューマンエラーの要素が極めて高いが、海運で

　　は自然力の寄与が現在でも特に大きい。

B－2事故・災害による損害発生と負担帰着の現況分析

（1）最近の特徴的事故・災害をとりあげ、損害発生・負担帰着の視点から分析し、個々に次のような

　　特性を把握した。

　　a）ナホト力号海難・原油流出事故：金銭的損害は約300億円（その内、原油回収などの環境汚

　　　染防止作業費が約9割・船体及び積荷の損失費は1割）。これ以外にボランティア労働力の機

　　　会費用など。船社や荷主の海難保険や油濁基金により上記300億円の約7596がカバー、残り

　　　はわが国の国民負担。

　　b）豊浜トンネル岩盤崩落事故1金銭的損害は約24億円（多くは原道復旧費など。人的損害（20

　　　名死亡）は約6．5億円程度と想定）。通行車両の時間損失などは約2億円程度。トンネルの安

　　　全度向上のため新規のトンネル建設が決定し、50億円の追加投資。総額74億円の負担者

　　　は全国の道路利用者等。

　　G）道央道冬季玉突き事故：死亡者2名、負傷者106名、被害車両186台。人的・物的損害は、

　　　約2億円と試算。すべて事故当事者の負担（保険）による。その他に通行止めによる時間損失

　　　など約3000万円。

　　d）踏切事故（大手私鉄’r社の典型事例）＝自動車・鉄道車両の損害、及び復旧費用など金銭的

　　　費用は、この事例では約2000万円。この金銭的費用は多くの場合、原因者（自動車）の物損保

　　　険限度額を上回り、鉄道利用者の運賃負担となる。鉄道利用者の時間損失は、約4000万円。

　　　その他、踏切通行止めによる迂回道路渋滞による時間損失。

　　e）道路交通事故全般＝1991年度の場合、被害者’加害者あわせて保険による補償総額は約1

　　兆6000億円。事故が原因の時間損失、救急活動費、その他は4600億円となっている。これは、
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　　　国民一人当たり1万5000円に相当。（これは、文献引用調査）

（2）海難や道路交通事故では保険システムが成立し、損害の発生と負担の帰着の適正化にそれなり

　　の効力を上げている。しかし、踏切事故における鉄道利用者の時間損失や、ナホトカにおけるボ

　　ランティア労力などにみられたように、保険システムの「外部』には少なからぬ損害が残存してい

　　る。ナホトカのケースでは、環境汚染損害の一部が、それを防止するための作業費という形で保

　　険システムに内部化されている。こうした「外部効果』となる要素を、いかに交通のりスクマネジメ

　　ントヘ取り込む（取り込ませる）かが、今後の重要な政策課題である。

（3）損害の負担帰着先は、理念的に言えば、システムが対応することを期待されている設計前提と発

　　生事象の関係、事象の予見性、事故の回避可能性、当事者に期待された行動での過失の有無と

　　程度、などに基づいて決定されるべきではある。しかし現実は、被害者（つまり損害発生者）救済

　　の立場から、かならずしも上記のような合理的な基準ではなく、アドホックにディープポケットに頼

　　るという対応がなされている。特に国際事故や自然災害要素の多いケースでこの傾向が強い。こ

　　のようなケースに対応する制度的充実も大きな課題である。

（4）システムの安全設計は、十分な分析に基づいて、防止策・軽減策・補償策が総合的にバランス良

　　く設計される必要がある。また、システムの安全性評価も、偶発的に発生した個々の事故の結果

　　のみによって行われるべきではない。しかし実際は、大きな事故が発生すると（特に死亡者が集

　　中して発生すると）、わが国では必ずしも冷静な分析に基づくことなく、ハード的な防止策に過度

　　に偏重して事後対応が進められる傾向が強い。これは単に事業者や行政の対応力の問題では

　　なく、わが国民性が強く影響しているが、今後はこの点にこそ踏み込んだ議論が必要である。

C．制度面から見たリスクマネジメント

C－1行政規制・事業組織とリスクマネジメント

（1）交通部門における行政による規制には経済的な事業規制（参入規制や価格規制など）と、安全性

　　などに関する技術規制（技術基準など）とがある。経済的規制の緩和によって交通事業の安全性

　　が低下するという意見があるが、内外の事例分析によれば結果的には安全性が低下するという

　　根拠も、低下しないという積極的根拠も現在のところ見いだせない。低下するのではないかという

　　イメージが、規制緩和を阻害している恐れも強い。この点、今後実証的な研究を進める必要があ

　　る。

（2）経済的規制と技術的規制の間には、安全性確保を根拠とする事業規制の領域がある。わが国の

　　道路運送事業ではこの部分を経済的規制と一体にして強い規制を行っているが、参入の財務要

　　件や段階免許などの工夫によって、こうした規制も最小限のものにすることを検討すべきである。

（3）交通モードによってリスクマネジメントの組織デザインは異なっている。責任分担の明示と必要な

　　情報開示という視点からは、国際交通では課題も多く、特に海上交通では登録国ベースの技術規

　　制と寄港国ベースでの技術規制が必ずしも十分に機能しているとは言い難い。その他、公共交通
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（営業交通）に対してより高い安全性を要請することの定量的妥当性や、歩行者や列車運転士、

ホーム上の旅客などの相対的な無防備性の問題も今後重要な検討課題である。

C－2情報の収集管理面でのリスクマネジメント

（1）各交通モード及び化学品製造業における安全・事故に関わる情報の収集管理面での法体系上の

　　特性を比較することにより、安全を図る仕組みの違いを比較分析した。そこでは、航空が国際的

　　なルールをベースとし・鉄道や道路交通では国内ルールをべ一スとしていること、監督官庁との関

　　係や安全管理体制の構造及びその明瞭さの点で鉄道が化学品製造の分野と似ていること、道路

　　交通では種々の所管官庁が関わることとも関係し、全体の総合的安全管理の体制に欠け情報の

　　流れが分断されがちであること、などを明らかにした。

（2）事故調査の面では、唯一航空分野で、事故における責任追及のための捜査（警察）の他に、将来

　　の安全性向上のための科学的原因究明のための調査（運輸省）の体制をもっている。鉄道は1目

　　国鉄の影響でJRグループなど大手では事業者独自の事故調査能力とその反映が図られている。

　　道路では分業化が進み、総合的で科学的な事故要因解明の組織的な実効性に大きな課題が残

　　る。

（3）広範な消費者を対象とする化学分野では、薬品の事故による危険性も高いことから、環境管理も

　　含めた広い意味での安全問題をより総合的に捉えようとする状況になっている。交通分野、とりわ

　　け・事故が多く・国民的関心も高く、またユーザーが被害者にも加害者にもなりうる道路交通分野

　でも同様の多角的かつ総合的安全研究を進めることが必要であろう。

D．個人行動から見たリスクマネジメント

D－1危険回避行動とオフセット行動の分析

（1）各種の安全対策がドライバーの危険回避行動（自己抑止行動及ぴ自己保険行動）や逆にオフセ

　　ット行動に及ぽす効果を・期待効用最大化原理に基づく行動の定式化により理論的に分析し、そ

　　の中立性（どちらの効果もちうる）を明らかにした。

（2）事故データのマクロな実証分析の結果、エァバッグ（とシートベルト）を装着したケースと、シートベ

　　ルトのみ装着したケースの事故率及び死亡率を比較した。この結果、我が国でもエアバッグが、ド

　　ライバーのオフセット行動をもたらしている可能性があることが、みうけられた。我が国の所得階

　　層性の小ささを考慮すると、不安全行動をとりがちなドライバー群がエアバッグ装着車両を購入す

　　る可能性も想像される。

D－2ハザード知覚と危険回避行動の実験分析

（1）実験の結果、ハザード知覚→リスク知覚→リスク回避行動（速度調節）という行動チェーンが推定

　　された。また、運転経験の長さなど集団の特性の違いによって、ハザード知覚の様態に差異が認

　　められた。したがって、集団の特性に応じた教育や研修によってハザード知覚能力（スキル）を向

5



　　上させることにより、運転の安全性を改善することが考えられる。

（2）例えば、運転経験が特に短い人に対する顕在的・潜在的ハザード知覚教育、教習生に対する合

　　流ハザード知覚・夜間ハザード教育、などが重要であると考えられる。
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平成9年度研究調査報告書事故・災害のコスト評価とリスクマネジメント　　　　　　　外部講師による講演集平成10年4月　　　　財団法人国際交通安全学会1π‘躍碑oπα碗sso6加ゴoπ（ゾ％顔厩π4’5Fゆり5F6勧6θsはじめに　平成9年度研究調査プロジェクト「事故・災害のコスト評価とリスクマネジメント』においては、研究調査の一環として、実務エキスパートヘのヒァリングを実施した。　これは・各プロジェクト研究メンバーのテーマの選定に対して、問題を明確化し、主要交通モードにおける、事故・災害の発生状況、コストアイテム、事故・災害コストの負担方式、リスクヘッジ方式について、概況を正しく把握することが目的である。　本報告書は、このヒアリング内容を収録した録音テープをもとに、講演内容を再現し、講演者提供の資料と一緒に編集・掲載しており、冒頭には本プロジェクトの概要のみを掲載している。　従って、研究調査の内容を詳しく知りたい方は、（財）国際交通安全学会発行のRevie凧及びResearchをご覧戴くようお願いする。掲載’発行予定は次の通りである（但しテーマ名はいずれも仮称であり、掲載しない場合もありますことを御了承下さい）。　　　Review＝Vol．24−No．2　1998．8月発行予定　　　　1）交通分野におけるリスクマネジメントの現代的意義（辛島恵美子）　　　　2）実証分析によるリスクマネジメントの現況評価（家田仁、高橋清、毛利雄一）　　　　3）制度面から見たリスクマネジメント（寺田一薫、辛島恵美子）　　Research：V・1．22−No2　1998．9月発行予定　　　　1）危険回避行動とオフセット行動の分析（小林潔司）　　　　2）ハザード知覚と危険回避行動の実験分析（蓮花一己）　なお、各講師の方々からは、パンフレット、マニュアル類も提供して戴いており、ご覧になりたい方は当学会事務局までお申し出下さい。（下記参照）　　　・船舶／外航貨物保険（パンフレット）　　　・JR東日本‘97会社要覧　　　・ホンダ開発（株）営業案内　　　・食品衛生マニュアル　最後に、お忙しい業務の中、時間をさいて講演して戴いた実務エキスパートの方々に、この紙面を借りて厚く御礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998年4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際交通安全学会　研究調査部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小宮　孝司目次1．2研究概要…　外部講師による講演集1）諸外国の自動車保険制度の概要一ヲヨ嬰葺ドi∫＝菱7”�o2）船舶に関する保険事情・　　　　　　　　　資料・F自動車保険料率算定会調査部調査研究グループ課長安田火災海上保険（株）企業サーピスセンター部船舶課長3）鉄道の安全性と事故防止．　　　　　　　　　　資料・4）従業員食堂における安全衛生管理・　　　　　　　　　　　　　　資料・J　R東日本安全研究所副所長ホンダ開発（株）業務部部長　　　　　　　　　　課長　　　1家田　仁　　　7市川　泰彦　　15133佐藤　啓介1鋸合川　徹郎　　76　　92水谷　清村山　真二事故・災害のコスト評価とリスクマネジメント一研究概要一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　April。1998家田1．目的　多発する交通事故のみならず、阪神大震災、ナホト力事故、豊浜トンネル事故などを通じて、国民の安全問題への関心が高まると共に、規制緩和、ISO9000シリーズ、PL法、情報公開、PI運動など社会の価値観が転換しつつある中で、交通分野のリスクマネジメントのフレームも大きく変化する時代を迎えつつある。　こうした時代認識に立って、本研究では、事故や災害に対する交通分野のリスクマネジメントの現状を種々の面から多次元的にレビューし、課題や問題点を明らかにするとともに、今後の重要な研究ポイント及び政策的方向性を展望する。この共通の問題を、社会基盤学、交通経済学、安全学、心理学、行動科学など・種々の分野の専門家がそれぞれの独自のアプローチから切り込み、議論を積み重ねることによって、基礎的で網羅的な成果を得る。2．メンバー構成　リーダー：家田仁（東京大学・社会基盤計画）　メンバー1　　　小林實　　　（安田火災海上保険・心理）　　　杉山雅洋　　（早稲田大学・交通経済）　　　蓮花一己　　（帝塚山大学・心理）　　　辛島恵美子　（安全学研究所・安全学）小林潔司高橋清寺田一薫毛利雄一（京都大学・土木計画）（東京大学・社会基盤計画）（東京商船大学・交通経済）（計量計画研究所・交通）3．研究構成【基礎論】　A・交通分野におけるリスクマネジメントの現代的意義（辛島）　B・実証分析によるリスクマネジメントの現況評価　　　B−1交通モード間の事故特性比較分析　（毛利）　　　B−2事故・災害による損害発生と負担帰着の現況分析（家田・高橋）【各論】　C．制度面から見たリスクマネジメント　　　C−1行政の技術規制とリスクマネジメント（寺田）　　　C−2情報の収集管理面でのリスクマネジメント（辛島）　D．個人行動から見たリスクマネジメント1D−1危険回避行動とオフセット行動の分析（小林潔司）D−2ハザード知覚と危険回避行動の実験分析（蓮花）【参考】各種分野におけるリスクマネジメントの現況ヒアリング調査　（1）道路交通事故の保険システム　（2）鉄道の安全管理　（3）海難事故のリスクマネジメント　（4）食品の安全管理4．成果の報告予定　　・IATSSレビコ．一に審査付き論文3編投稿予定　　・IATSS　Researchに審査付き論文2編投稿予定　　・その他、参考部分については報告書に掲載予定5．本研究の主要な結論A，交通分野におけるリスクマネジメントの現代的意味（1）被害の回復困難性という特徴を持つ、地球環境問題や廃棄物問題あるいは原子力事業の問題　　などといった現代型の安全問題の登場とあわせて、高齢化社会の到来に伴う安全嗜好の向上と　　も相まって、市民が種々の経済活動に対してより高い品質、安全性を要求する時代となっている。（2）また、現代型の安全問題は、被害の広域性・外部性といった特徴をもつことから、事業者や行政　　には、単に供給者対消費者という単純な枠組みの中での安全への取り組みを越えて、周辺地域　　社会を含めたよりオープンな枠組みの中で、安全に対するいわゆる「アカウンタビリティ』を保証し　　つつ対策を進めることが求められつつある。（3）一方でまた、規制緩和による市場メカニズムに立脚した経済の活性化推進の動きや、阪神大震　　災における被害者救済の実状を踏まえると、市民あるいは利用者が一定の範囲で自己の行動に　　安全上の責任を持ち、あるいは災害による被害に対してもある範囲で自己救済することが必要と　　なっている。（4）こうした中で、ある意味では古典的な安全問題ともいえる、交通安全問題についても、一旦基礎に　　立ち返り、人間のレベル及び制度のレベル、理論面及び実証面、多交通モード他分野との比較、　　事前の防止対策・事故発生後の被害軽減策・発生損害の補償策・事後的な安全向上策といった　　対策フェーズ、損害の発生先と負担の帰着先、など多面的な視点から総合的に現状をレビコ．一し、　　新たなフレームづくりのための基礎研究資料を蓄積することが求められている。2B．実証分析によるリスクマネジメントの現況評価B−1交通モード間の事故特性比較比較（1）各交通モードの事故発生特性について分析すると共に、昭和初期からの重大事故等（自動車、鉄　　道・海運・航空）を新聞記事等から抽出しリスト化した。また、自動車、鉄道、航空事故について、　　イクスポジャー（暴露）xリスク（事故率）×コンシクェンス（死亡率）のブロッククダイァグラムの時　　系列変化を表示し、各モードの違いをクローズァップした。（2）事故発生率は、技術改善を含めた諸方策によって、いずれのモードでも改善されてきたが、特に　　鉄道と航空の改善度が大きい。海運は大きな改善が認めにくい。（3）コンシクェンスは、鉄道と航空で上昇している。鉄道では、都市鉄道の比重増加、各種安全対策　　実施の結果・踏切り事故など死亡率の高い事故のウェイトが高まってきたことによると想像される。　　航空は、機材の大型化によるものと考えられる。（4）重大事故原因では・自動車、鉄道、航空ともにヒューマンエラーの要素が極めて高いが、海運で　　は自然力の寄与が現在でも特に大きい。B−2事故・災害による損害発生と負担帰着の現況分析（1）最近の特徴的事故・災害をとりあげ、損害発生・負担帰着の視点から分析し、個々に次のような　　特性を把握した。　　a）ナホト力号海難・原油流出事故：金銭的損害は約300億円（その内、原油回収などの環境汚　　　染防止作業費が約9割・船体及び積荷の損失費は1割）。これ以外にボランティア労働力の機　　　会費用など。船社や荷主の海難保険や油濁基金により上記300億円の約7596がカバー、残り　　　はわが国の国民負担。　　b）豊浜トンネル岩盤崩落事故1金銭的損害は約24億円（多くは原道復旧費など。人的損害（20　　　名死亡）は約6．5億円程度と想定）。通行車両の時間損失などは約2億円程度。トンネルの安　　　全度向上のため新規のトンネル建設が決定し、50億円の追加投資。総額74億円の負担者　　　は全国の道路利用者等。　　G）道央道冬季玉突き事故：死亡者2名、負傷者106名、被害車両186台。人的・物的損害は、　　　約2億円と試算。すべて事故当事者の負担（保険）による。その他に通行止めによる時間損失　　　など約3000万円。　　d）踏切事故（大手私鉄’r社の典型事例）＝自動車・鉄道車両の損害、及び復旧費用など金銭的　　　費用は、この事例では約2000万円。この金銭的費用は多くの場合、原因者（自動車）の物損保　　　険限度額を上回り、鉄道利用者の運賃負担となる。鉄道利用者の時間損失は、約4000万円。　　　その他、踏切通行止めによる迂回道路渋滞による時間損失。　　e）道路交通事故全般＝1991年度の場合、被害者’加害者あわせて保険による補償総額は約1　　兆6000億円。事故が原因の時間損失、救急活動費、その他は4600億円となっている。これは、3　　　国民一人当たり1万5000円に相当。（これは、文献引用調査）（2）海難や道路交通事故では保険システムが成立し、損害の発生と負担の帰着の適正化にそれなり　　の効力を上げている。しかし、踏切事故における鉄道利用者の時間損失や、ナホトカにおけるボ　　ランティア労力などにみられたように、保険システムの「外部』には少なからぬ損害が残存してい　　る。ナホトカのケースでは、環境汚染損害の一部が、それを防止するための作業費という形で保　　険システムに内部化されている。こうした「外部効果』となる要素を、いかに交通のりスクマネジメ　　ントヘ取り込む（取り込ませる）かが、今後の重要な政策課題である。（3）損害の負担帰着先は、理念的に言えば、システムが対応することを期待されている設計前提と発　　生事象の関係、事象の予見性、事故の回避可能性、当事者に期待された行動での過失の有無と　　程度、などに基づいて決定されるべきではある。しかし現実は、被害者（つまり損害発生者）救済　　の立場から、かならずしも上記のような合理的な基準ではなく、アドホックにディープポケットに頼　　るという対応がなされている。特に国際事故や自然災害要素の多いケースでこの傾向が強い。こ　　のようなケースに対応する制度的充実も大きな課題である。（4）システムの安全設計は、十分な分析に基づいて、防止策・軽減策・補償策が総合的にバランス良　　く設計される必要がある。また、システムの安全性評価も、偶発的に発生した個々の事故の結果　　のみによって行われるべきではない。しかし実際は、大きな事故が発生すると（特に死亡者が集　　中して発生すると）、わが国では必ずしも冷静な分析に基づくことなく、ハード的な防止策に過度　　に偏重して事後対応が進められる傾向が強い。これは単に事業者や行政の対応力の問題では　　なく、わが国民性が強く影響しているが、今後はこの点にこそ踏み込んだ議論が必要である。C．制度面から見たリスクマネジメントC−1行政規制・事業組織とリスクマネジメント（1）交通部門における行政による規制には経済的な事業規制（参入規制や価格規制など）と、安全性　　などに関する技術規制（技術基準など）とがある。経済的規制の緩和によって交通事業の安全性　　が低下するという意見があるが、内外の事例分析によれば結果的には安全性が低下するという　　根拠も、低下しないという積極的根拠も現在のところ見いだせない。低下するのではないかという　　イメージが、規制緩和を阻害している恐れも強い。この点、今後実証的な研究を進める必要があ　　る。（2）経済的規制と技術的規制の間には、安全性確保を根拠とする事業規制の領域がある。わが国の　　道路運送事業ではこの部分を経済的規制と一体にして強い規制を行っているが、参入の財務要　　件や段階免許などの工夫によって、こうした規制も最小限のものにすることを検討すべきである。（3）交通モードによってリスクマネジメントの組織デザインは異なっている。責任分担の明示と必要な　　情報開示という視点からは、国際交通では課題も多く、特に海上交通では登録国ベースの技術規　　制と寄港国ベースでの技術規制が必ずしも十分に機能しているとは言い難い。その他、公共交通4（営業交通）に対してより高い安全性を要請することの定量的妥当性や、歩行者や列車運転士、ホーム上の旅客などの相対的な無防備性の問題も今後重要な検討課題である。C−2情報の収集管理面でのリスクマネジメント（1）各交通モード及び化学品製造業における安全・事故に関わる情報の収集管理面での法体系上の　　特性を比較することにより、安全を図る仕組みの違いを比較分析した。そこでは、航空が国際的　　なルールをベースとし・鉄道や道路交通では国内ルールをべ一スとしていること、監督官庁との関　　係や安全管理体制の構造及びその明瞭さの点で鉄道が化学品製造の分野と似ていること、道路　　交通では種々の所管官庁が関わることとも関係し、全体の総合的安全管理の体制に欠け情報の　　流れが分断されがちであること、などを明らかにした。（2）事故調査の面では、唯一航空分野で、事故における責任追及のための捜査（警察）の他に、将来　　の安全性向上のための科学的原因究明のための調査（運輸省）の体制をもっている。鉄道は1目　　国鉄の影響でJRグループなど大手では事業者独自の事故調査能力とその反映が図られている。　　道路では分業化が進み、総合的で科学的な事故要因解明の組織的な実効性に大きな課題が残　　る。（3）広範な消費者を対象とする化学分野では、薬品の事故による危険性も高いことから、環境管理も　　含めた広い意味での安全問題をより総合的に捉えようとする状況になっている。交通分野、とりわ　　け・事故が多く・国民的関心も高く、またユーザーが被害者にも加害者にもなりうる道路交通分野　でも同様の多角的かつ総合的安全研究を進めることが必要であろう。D．個人行動から見たリスクマネジメントD−1危険回避行動とオフセット行動の分析（1）各種の安全対策がドライバーの危険回避行動（自己抑止行動及ぴ自己保険行動）や逆にオフセ　　ット行動に及ぽす効果を・期待効用最大化原理に基づく行動の定式化により理論的に分析し、そ　　の中立性（どちらの効果もちうる）を明らかにした。（2）事故データのマクロな実証分析の結果、エァバッグ（とシートベルト）を装着したケースと、シートベ　　ルトのみ装着したケースの事故率及び死亡率を比較した。この結果、我が国でもエアバッグが、ド　　ライバーのオフセット行動をもたらしている可能性があることが、みうけられた。我が国の所得階　　層性の小ささを考慮すると、不安全行動をとりがちなドライバー群がエアバッグ装着車両を購入す　　る可能性も想像される。D−2ハザード知覚と危険回避行動の実験分析（1）実験の結果、ハザード知覚→リスク知覚→リスク回避行動（速度調節）という行動チェーンが推定　　された。また、運転経験の長さなど集団の特性の違いによって、ハザード知覚の様態に差異が認　　められた。したがって、集団の特性に応じた教育や研修によってハザード知覚能力（スキル）を向5　　上させることにより、運転の安全性を改善することが考えられる。（2）例えば、運転経験が特に短い人に対する顕在的・潜在的ハザード知覚教育、教習生に対する合　　流ハザード知覚・夜間ハザード教育、などが重要であると考えられる。6　r事故・災害のコスト評価とリスクマネジメント」ヒアリンゲテーマ　ー諸外国の自動車保険制度の概要一　　　　　　（本テーマは著者提供資料のみ）1997年8月7日　市川泰彦7

